
小美玉市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市の交付する特殊詐欺対策電話機等購入費補助金（以下「補助金」という。）

については、小美玉市補助金等交付規則（平成１８年規則第４１号。以下「規則」

という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

(目的) 

第２条 この要綱は、高齢者に対して、補助金を交付することにより、特殊詐欺によ

る被害の防止を図ることを目的とする。 

 

(定義) 

第３条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 特殊詐欺 電話その他の通信手段を用いて、対面することなく欺き、指定し

た預貯金口座への振込み等の方法により、面識のない不特定多数の者から現金等を

だましとる詐欺をいう。 

(2) 特殊詐欺対策電話機等 特殊詐欺の被害を防止するために、電話の着信時

に、電話の相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中に自動的に通

話内容を録音する機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して用いる装

置をいう。 

 

(補助対象者) 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当

する者とする。 

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者であること。 

(2) 特殊詐欺対策電話機等を購入していること。 

(3) 市税に滞納がないこと。 

 

(補助金の額) 

第５条 補助金の額は、特殊詐欺対策電話機等の購入に要した費用(消費税及び地方

消費税を含む。)に２分の１を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。)とし、5,000円を限度とする。 

２ 補助金の交付の対象となる特殊詐欺対策電話機等は、交付対象者の属する世帯に

つき１台を限度とする。 

 

(補助金の交付申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特殊詐欺対

策電話機等購入費補助金交付申請書兼交付請求書(第１号様式)に、次の各号に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象機器の購入に係る領収書（申請者の氏名、品名、事業者名及び日付

の記載があるもの） 

(2) 補助対象機器の機能が確認できるカタログ又は取扱説明書の写し 

(3) 振込先口座番号（申請者本人の口座に限る）及び口座名義人が確認できる書

類（通帳、キャッシュカード等の写し） 

(4) その他市長が必要と認める書類 



２ 前項の規定による交付申請書兼交付請求書の提出を受けたときは、規則第７条の

規定による実績報告があったものとみなす。 

 

(交付決定等) 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金

の交付の可否を決定し、小美玉市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付（不交付）

決定通知書(様式第２号)により、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第８条の規定による補助

金の額の確定があったものとみなす。この場合において、補助金額の確定通知につ

いては、前項の規定による通知をもってされたものとする。 

 

(補助金の返還等) 

第８条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条

の補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は

一部の返還を命ずることができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき、又は市長の指示に従わないと

き。 

 

（調査への協力） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助対象機器の使用状況等について、

調査を行う場合は、これに協力するよう努めなければならない。 

 

(その他) 

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

附則 

 

この要綱は、公布の日から施行し、同日以後に購入した特殊詐欺対策電話機等につ

いて適用する。 



様式第１号（第６条関係） 

 

小美玉市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書 

 

  年  月  日 

 

小美玉市長  

申請者 

住 所 小美玉市 

氏 名 

生年月日     年  月  日生 

連 絡 先 

 

 小美玉市特殊詐欺対策電話機購入費補助金交付要綱第６条の規定により，次のとお

り補助金を申請します。補助金交付に際しましては，審査に必要な住民登録の有無及

び納税状況を確認することに同意します。 

 また，補助金の交付が決定された場合には，補助金を請求します。 

 

 

 

交付申請額 

及び請求額 
              円 

購 入 機 器 

 

品名                    

 

品番                    

  

機器を取り付けた 

回線の電話番号 

 

申請者の振込口座 

金 融 

機関名 

 

 
支店名 

 

 

種別 普通・当座 
口座 

番号 

 

 

フリガナ 

口座名義 

添 付 書 類 

□ ⑴補助金対象機器の購入に係る領収書の写し（申請者の

氏名，品名，事業者名，日付の記載があるもの） 

□ ⑵補助対象機器の機能が確認できるカタログ又は取扱説

明書の写し 

□ ⑶振込先口座番号のわかるものの写し 

 



様式第２号（第７条関係） 

   年   月   日 

 

          様 

小美玉市長     

 

 

小美玉市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 

 年  月  日付で申請がありました小美玉市特殊詐欺等対策電話機等購入補助

金について、下記のとおり決定したので通知いたします。 

 

 

記 

 
１．交付決定 

交付決定額 円 

交 付 条 件 

・小美玉市補助金交付規則及び小美玉市特殊詐欺等対策電話

機等購入費補助金交付要綱を遵守すること。 

・補助事業に関する調査に協力すること。 

 

２．不交付決定 

不交付決定の理由 
 

 


